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【我 が 国 の 研 究 開 発 予 算 の 性 格 別 配 分 】

研究開発を実施して発見や発明を行っただけでは、技術革新を実現し社会に変革をも

たらすことはできません。技術革新の効率よい実現のためには、産学官のプレーヤーの間

で知識・情報、人材、資金が移動し連携が円滑に進むように、環境を整備することが重要

です。また同時に、知的財産権の取得や活用の促進、製品・サービスの普及を促進するた

めの国際標準の獲得、政府調達による初期需要の創出など、様々な施策を総動員してい

くことが必要です。経済産業省はこのようなイノベーション・システムの改革を、戦略的な研

究開発投資と共に推進しています。

【我が国の研究開発予算の性格別配分】
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（注）経済成長の要素は、「労働投入量の伸び」、「資金投入量の伸び」、「全要素生産性（ＴＦＰ：技術進歩）」の３つがある。
ＴＦＰが変化する背景には、正の要因としては技術革新・プロセス改善等の実現、負の要因としては人材移動の硬直性・
規制の存在・市場の新陳代謝機能の不完全さなど競争環境の不整備等が挙げられる。
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【経済成長の要因分析】

１

（出典）文部科学省「科学技術要覧」

日本にとっての産業技術
食料やエネルギーなどの資源の大宗を輸入に依存している我が国にとって、科学技術に

より価値を創造する「科学技術創造立国」を目指すことは、国の成り立ちから必然的に導き出

される命題です。

我が国における研究開発への投資は、官民合わせた額の対ＧＤＰ比が３．４％と世界最大

規模であり、また研究者数についても、人口１万人あたり５０人以上となっており世界で最大レ

ベルとなっています（２００２年）。一方、マクロ経済の成長要因分析は、これまで我が国の経

済成長を牽引してきたのは、資本の伸びとともに全要素生産性（ＴＦＰ）の伸びであることを示

していますが、後者は主として技術の進歩によってもたらされるものです。

このように諸外国に比べて多くの資源を科学技術による価値創造に投入してきたことが、我

が国が世界第２位のＧＤＰを達成し、豊かな国力と国民生活を実現することにつながったと言

えるでしょう。

科学的な発見や新技術の発明は、それらが新しい製品・サービスや生産方法として社

会に普及することによって経済社会に変革をもたらします。このような「技術革新」を実現

する主体は民間企業ですが、我が国の民間企業が研究開発に投資する額は年間約１２

兆円に達し、政府による投資３．９兆円の３倍を越えています。このように国全体の研究

開発投資の中で民間企業の占める割合が大きいことは、我が国の研究開発の特徴と

なっています。

我が国の産業技術政策に求められ

ているのは、政府による研究開発投資

を戦略的かつ効率的に行い、民間企

業の技術革新力を最大化することで

す。技術革新の実現が付加価値を生

み、これが新たな研究開発投資につ

ながる好循環こそが、経済社会の繁

栄をもたらします。経済と環境を両立

する持続可能な発展のためにも、この

好循環の実現は不可欠です。

【研究開発費（官民の総額）の対ＧＤＰ比の推移】 【人口１万人当たりの研究者数】
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（出典）文部科学省「科学技術要覧」
専従換算値を示す。
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【我が国のイノベーション・システムと政策課題】
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平成１３年１月の省庁再編におい

て、科学技術政策の企画及び立案
並びに総合調整を行うため内閣府
に設置。内閣総理大臣を議長とし
て、閣僚、民間有識者１５名で構成
され、原則月１回開催。

経済産業省の産業技術政策の概要

産業技術政策の推進体制産業技術政策の推進体制我が国の産業技術政策は時代に応じて変化してきました。近年は、イノベーション・システムの

改革や研究開発の重点化など、産業競争力強化のための取り組みを重視しています。

我が国の科学技術政策は、総合科学技術会議を司令塔として、関係各省が連携して推
進しています。経済産業省においても、関係部局や独立行政法人が互いに連携し、様々な
産業技術政策の実現に取り組んでいます。

５０年代：復興期 ⇒ 技術導入技術導入
戦後の経済復興に向けた基幹産業の育成、供給能力の充実、拡大
戦略的技術導入（外資法）、技術開発補助金（鉱工業技術試験補助金制度等）

６０年代：高度成長期 ⇒ 自主技術自主技術
６０年代ビジョン：先進国的自主開発型へ
大型プロジェクト制度（ﾅｼｮﾌﾟﾛ）の発足、重要技術研究開発費補助金等

７０年代：多様化期 ⇒ 先端技術先端技術
７０年代のビジョン：知識集約型産業への対応、公害・環境問題への対応
超ＬＳＩ共同研究開発への補助
新エネルギー技術（ｻﾝｼｬｲﾝ計画）、省エネルギー技術（ﾑｰﾝﾗｲﾄ計画）等

８０年代～９０年代初頭：技術立国 ⇒ 基盤技術～基礎シフト基盤技術～基礎シフト
８０年代ビジョン：技術立国、個性的・創造的な自主技術開発、

次世代産業基盤技術研究開発等
９０年代ビジョン：地球的視野（テクノグローバリズム）

９０年代中盤以降～：技術革新政策 ⇒ 産業競争力強化産業競争力強化
産業競争力強化シフト、産学官連携など
新産業創造戦略（次ページコラム参照）を踏まえてのイノベーション政策への移行

技術関連予算技術関連予算

経済産業省は、エネルギー分野なども含む産業技術政策の一環として、製造業、サービス
業を始めとした産業への応用が想定される科学技術の研究開発を推進しています。また、民
間企業が研究開発へ安定的に取り組めるように、工業標準の整備、知的財産の保護・活用、
産学官連携の推進など様々な環境整備も進めています。平成１７年度の経済産業省の科学
技術関係予算は約６，０００億円で、これは政府の研究開発投資の約１／６を占めています。

３

科学技術関係経費
５，９０７

その他
一般会計

科学技術振興費

１，４２３４９０ ３，９９４

一般会計 特別会計
（単位：億円）

一般： ４１４
特別：１，８９３

一般：１９４
特別：２４８

フォーカス２１
４４３

研究開発プログラム
２，３０８

コラム ～ 新産業創造戦略 ～

経済産業省は、強い製造業の復活と雇用を産み出す様々なサービス業の創出によるダ

イナミックな産業構造転換を目指す「新産業創造戦略」を平成１６年に策定しました。その

コンセプトは、人材育成を含む幅広い意味での前向きな投資を促すとともに、市場の力を

活かしつつ、産学官・地域などの幅広い関係者による「将来への展望の共有と擦り合わ

せ」を進めることです。重点７分野（※）については、具体的な市場規模と目標年限を明示

した政策のアクションプランを示し、また、地域再生を担う産業群について、その強みや

チャンスを生かす戦略を提示しています。

平成１７年には新産業創造戦略をより進化させた「新産業創造戦略２００５」を策定し、重

点７分野や地域再生の実現に向けた施策の具体化に加えて、高度部材・基盤産業への

政策展開、人材・技術等の蓄積・進化、知的資産重視の「経営」の促進、の３点について

重点的に取組んでいます。

※ 重点７分野
燃料電池、情報家電、ﾛﾎﾞｯﾄ、ｺﾝﾃﾝﾂ、
健康・福祉・機器・ｻｰﾋﾞｽ、環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ・機器・ｻｰﾋﾞｽ、ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｻｰﾋﾞｽ

４



経済産業省 新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）
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企
画
・立
案
技術戦略マップ
の策定・改訂

プロジェクト立案の基盤とな
る技術戦略マップを検討し
取りまとめ。定期的にその
内容を見直し、関係者間で
共有。

中期目標の設定・提示

プログラム基本計画提示

技術戦略マップ技術戦略マップ

◆産業技術政策の新たなインフラ基盤

◆産学官、ＮＥＤＯ、産総研と経済産業省
をつなぐ人的ネットワーク基盤

マップの策定・改訂へ参画

◆異分野の理論や技術を融合・

統合して新たな技術や社会的

価値を生み出す第二種基礎研

究を中心に、シーズを発掘する

第一種基礎研究から実用化ま

でを連続的シナリオの下に進め

る「本格研究」を実践 （ｐ．９

参照）

産業技術総合研究所

中期目標の設定・提示

「「技術戦略マップ技術戦略マップ」」をを中心とした研究開発の推進体制中心とした研究開発の推進体制

研究開発プログラムの
策定

規制改革、標準化等の関連施
策と研究開発施策との一体的な
取組である「研究開発プログラ
ム基本計画」を策定してＮＥＤＯ
に提示。

◆産業技術政策等の中核的実施

機関として、産業界・大学・公的

研究機関との広範なネットワーク

と公的資金を活用し、産業技術に

関する研究開発プロジェクトをマ

ネジメント

（ｐ．９参照）

研究開発の戦略的推進（１）

研究開発プログラムとは
経済産業省は、研究開発を行うにあたり、関連する規制改革や標準化等の施策について一

体的に取組む「研究開発プログラム」を推進しています。研究開発施策の企画・立案において

は、その目的、目標、内容、コスト、インパクトを総合的に評価し、産業政策全体の中で明確に

位置付けられた研究開発を推進しています。

特に、研究開発から実用化までのスピードが求められる昨今、市場ニーズ・社会ニーズ（出

口）に対応した研究開発が益々重要になっています。経済産業省では、平成１６年５月に「新産

業創造戦略」を策定し、「技術戦略マップ」に基づいた研究開発プロジェクトの戦略的重点化と

相互の連携強化を図っています。

経済産業省では、研究開発を行って技術的なブレークスルーを達成することによって、 「高度

情報通信ネットワーク社会の実現」や 「健康寿命の延伸」といったさまざまな政策目的の達成を

目指しています。研究開発プログラムは、同一の政策目的の下で研究開発施策が重複するのを

排除したり、規制改革・標準化といった関連施策と連携して研究開発を進めるための施策パッ

ケージです。

研究開発プログラムによって、「研究開発のための研究開発」から脱却し、成果を目に見える形

で創出することを目指します。また、重複投資を排除して研究開発全体の効率性を向上させると

ともに、民間部門の研究開発投資を促進することもプログラム策定の目的の１つです。

（注）必ずしも列挙された施策
ツールが全て盛り込まれる必
要はない。最適な研究開発事
業のポートフォリオを形成。

政 策 目 標
（技術の出口）

グラント
委託

実用化補助金

知的基盤

社会ニーズや市
場の展望

国内外の技術動向、
知財状況分析

国際競争力の
状況分析

産業技術戦略
上の位置付け

産
業界

研究開発（注）

各 種 施 策

導
入
・
普
及

促
進
策

規
制
緩
和
・

規
制
的
措
置

政
府
調
達

国
際
標
準
化

戦
略

立案されるプログラムの内容イメージ 総
合
科
技
会

議

知
財
戦
略

経
済
産
業
省

NEDO
等

学
協
会

関
係
省
庁

技術戦略マップとは

経済産業省は我が国初の試みとして、研究開発の成果が実用化・普及していく道筋を２０の技

術分野について示した「技術戦略マップ」を策定しました（次ページ参照）。技術戦略マップは、

導入シナリオ、技術マップ、ロードマップの３部で構成されており、将来必要とされる要素技術と

その課題、および関連する施策を階層的に取りまとめるとともに、重要技術の考え方を提示する

ものとなっています。 NEDO等に設置されたマップ策定のためのタスクフォースには、産学官の

知見を結集すべく、第一線の若手研究者、ユーザー・メーカー企業の技術者、医療・介護等の

現場のスタッフなど、総勢約３００人の方々に 参画頂きました。

技術戦略マップは、専門化する技術、多様化する市場や社会のニーズに対応した研究開発

マネジメントのナビゲーターとして、経済産業省の研究開発施策の企画・立案に活用するととも

に、政府全体の研究開発資源配分において技術戦略マップの活用を提案しています。また、研

究開発の企画・実施に携わる産学官の関係者のコミュニケーションツールとしての活用も期待さ

れています。

また、技術戦略マップは、技術動向や市場動向等を踏まえ、内容をブラッシュアップするため、

定期的にローリングしていきます。

＊経済産業省のHPから技術戦略マップ（編集可能な電子媒体含む）が入手可能です。
http://www.meti.go.jp/report/data/g50330bj.html

５ ６



研究開発の戦略的推進（２）

技術戦略マップの例 （ロボット分野の一部）

（注）重点化の評価：　　 1.日本の技術競争力優位

2.共通基盤性

3.ブレークスルー技術

4.市場のインパクト

1 2 3 4

＜システム化技術＞ サービス開発ツール ○ ○ ○
A,B,C,D,E,F モデリング・分析 ○

A B C Ｄ E F ・デザイン技術 インターオペラビリティ ○ ○
・インテグレーション技術 開発環境・ツール ○ ○ ○

A ＲＴミドルウェア組込デバイス ○ ○

・RTプロセッサ
・RTミドルウェア

RFIDタグ ○ ○ ○
A B Ｄ E F ＜環境構造化＞ センサーネットワーク ○ ○

A ユビキタスセンサ融合 ○ ○
・ユビキタスセンサ 自動地図・軌道生成 ○
・個人対応サービス 自律マッピング ○

・ロボット同士の連携
A Ｄ E F ・機器シンプル化

音声認識アルゴリズム ○ ○ ○
＜認識処理＞ 対話アルゴリズム ○ ○
B ジェスチャ認識アルゴリズム ○ ○

・音声処理 身体モデル・姿勢推定アルゴリズム ○ ○
A B C Ｄ E F ・対話処理 状況推定アルゴリズム ○ ○

・ジェスチャ認識 メンタルモデル・意図推定アルゴリズム ○ ○
・姿勢認識 学習・適応アルゴリズム ○ ○
・状況推定/理解 視聴覚融合技術

・意図推定/理解
・学習/適応技術

A B C Ｄ E F 音源分離（アレイマイク） ○ ○
＜センシング＞ 多自由度アクティブビジョン
B フレキシブル2次元触覚センサ ○ ○

・話者方向センサ 3次元位置検出センサ
・ビジョンセンサ 高解像度ビジョンセンサ ○ ○ ○

C 広帯域ビジョンセンサ ○ ○ ○
・触覚センサ 高感度ビジョンセンサ ○ ○ ○

・ビジョンセンサ 感度自律調整ビジョンセンサ ○ ○
D 高速画像処理アルゴリズム ○ ○ ○

A B C Ｄ E F ・ビジョンセンサ 高速画像処理チップ ○ ○ ○

・測位センサ 距離画像センサ ○ ○ ○
・環境認識センサ 屋内測位センサ(スードライトなど) ○ ○

・挙動検出センサ ビーコン方位検出センサ

A B C Ｄ E F 冗長制御

＜制御＞ 協調制御 ○
C 学習経路計画 ○ ○

・マニピュレータ制御 物体回避経路計画 ○ ○
D ユビキタス経路計画 ○ ○ ○

A B C Ｄ E F ・経路計画 高速移動脚車輪制御 ○ ○ ○

・自律移動制御 モジュール型小型全方位移動機構・制御 ○ ○
・全天候自律移動 全姿勢移動機構・制御 ○ ○

E 接触フィードバック制御 ○
・自己エネルギー管理 障害物回避制御

F 人追従移動制御 ○

・安全予測制御 瞬間充放電・回生制御 ○ ○
・接触安全制御 充電制御 ○

A B C Ｄ E F コンプライアンス調整制御 ○
＜機構＞ 視覚フィードバック制御 ○

C 聴覚・空間覚・平衡覚フィードバック制御 ○
・アーム 階層・重畳制御

移乗・寝返り介助

日常生活動作支援

（排泄/食事/入浴/着替え）

屋外活動支援

介助・介護ロボット

掃除・かたづけ

搬送

洗濯・物干し・かたづけ

自立支援ロボット

体位交換

排泄介助

子育て支援ロボット

見守り・異常時通報

遊び・教育

医療・訓練ロボット

バイタルサイン検査

重点化の評価
目的・必要機能 技術分類 要素技術

Ｃ＜マニピュレーション＞
・複数のアーム等でいろいろな
形状のものを掴める
・安全な軽量化

・組み立て分解作業ができる
・道具を使って作業ができる

Ａ＜環境構造化・標準化＞
・ロボット用コンテンツサービス
・他のＲＴ機器と通信できる
・情報家電と通信できる

・他のロボット要素と互換性がとれる
・迅速な開発ができる
・再利用性を高める
・他標準規格と連携する
　（ex.医療情報交換規約）

Ｂ＜コミュニケーション＞
・話者の方向を向く
・対話できる

・ジェスチャを理解できる
・データベース情報を提供できる
・人の状況が理解できる
・人の意図が理解できる
・人について学習し、適応できる
・人にとって好ましいインターフェイス

Ｅ＜エネルギー源・パワーマネジ

ロボット分野の技術マップと重要技術

ビルの床・窓・天井掃除

【家庭・福祉】
家事支援ロボット

建屋内外巡回

掃除・搬送ロボット

健康・体力・気力維持向上

移動支援（含移乗）

コミュニケーション支援

機能回復訓練

リハビリ支援

エンタテイメントロボット

多機能ホームロボット

玩具、癒し

在宅医療管理，在宅医療の指導

ロボットの種類

Ｄ＜移動＞
・障害物の識別

・オープンエリアでの測位
・人の動きの検出
・環境認識と把握
・衝突の回避
・行動の学習と計画
・自分の位置が解る

【医療・公共・オフィス】
病院用支援ロボット

物品搬送支援
手術支援

外来受付業務

施設内案内

案内・警備ロボット

市場ニーズ・社会ニーズを実現する

ために必要な技術的課題、要素技

術、求められる機能等を俯瞰すると

ともに、その中で重要技術を選定し

た 「技術マップ」「技術マップ」

技術戦略マップを策定した分野

○制度課題の抽出、解決
・安全性確保に向けたルール作り

・事故への対応

・医療・福祉制度における対応 等

○普及促進策の検討

企
業
の
取
組
み

基
盤
的

技
術
開
発

普及段階

2010 2015

特定の作業を行う単機能ロボット（タイプ①）
の市場投入（掃除・警備ロボット）

本格普及段階

国内市場規模見込み（２００３年 約５千億円） 約１．８兆円 約６．２兆円

2025

特定の人に自らの制御で特定の作業を行う
ロボット（タイプ②）の市場投入（介護・福祉ロボット）

市場投入されるロボットの
応用範囲の拡大

官公需を含む先進的なユーザーに
よるモデル的な先行用途開発・実需
発掘（実際の導入・運用の支援）

タイプ②に係る実証試験を中心としたモデル開発
（福祉分野・介護施設等と連携）
【人間支援型ロボット実用化プロジェクト(’０５～’０７)】

地方自治体等との連携（’０６～）
・ロボット開発支援地域との連携
（福岡、大阪等）
・自治体関連事業へのモデル導入支援
（除雪ロボット、消防支援ロボット等）

タイプ③に係る実証試験を中心と
したモデル開発

先
行
用
途
開
発

制
度
基
盤
の
整
備
等

人と周囲状況を判断して
自律的に多様な作業を行
うロボット（タイプ③）の市場
投入（汎用ロボット）

ロボット開発の活性化、ロボット産業への参入企業の拡大

タイプ①に係る実証試験を中心としたモデル開発
【次世代ロボット実用プロジェクト（’０４～’０５）】（万博ロボット）

安全講習／登録制度／情報通信関係 等の
ロボットに関する制度のあり方について検討

責任の明確化／ＰＬ保険 等

ロボットの潜在需要を踏まえた研究開発
／技術マップを踏まえた要素技術開発

人間に対する安全性評価
・安全基準の検討

薬事法 等について検討介護保険の対象化検討

開発支援策（上述）
導入支援策：社会的受容の形成、政府調達、導入優遇措置等

研究開発の支援
・ロボットベンチャー企業支援、ロボットコンテスト等

各省や地方自治体との連携の下、
継続して、用途開発、技術開発、
制度整備を一体的に推進

‘０５
愛・
地球博

2004
ロボット分野の導入シナリオ

プレ普及段階実用化に向けた環境整備

●インターフェースの共通化【次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト（’０５～’０８）】
●ミドルウエアの開発【ロボットの開発基盤となるソフトウエア上の基盤整備（’０２～’０４）】

基盤的要素技術の確立
【次世代ロボット基盤的要素技術開発（’０３～’０５）】

共通基盤の
拡充・高度化

万博ロボットの安全の具体的
措置、安全性評価の検討

技
術
課
題
の
抽
出

制
度
課
題
の
抽
出

実
証
デ
ー
タ
収
集

研究開発とともにその成果を製品、サ

ービス等として社会、 国民に提供して

いくために取り組むべき関連施策を含

めた

「導入シナリオ」「導入シナリオ」

2010 2015 2025

　環境構造化

　コミュニケーション

　マニピュレーション

　移　　動

ロボット分野のロードマップ
現在

機　　構

センシング 音声認識技術
　　話者方向検出
　　人との距離1.5mにおいて10度

ジェスチャ認識技術

高品位音声合成 感情音声合成
多様表情音声合成

感性コミュニケーション

感情認識
表情認識（口元、目元）
多様表情表出（顔、身体）

雑音除去技術
顔認識技術

特定環境におけるユーザ行動認識技術

可変コンプライアンス関節構造 知識ＤＢ利用 作業ロボット間協調・連携

センシング
状態・行動センシング技術（特定作業動作レベル）

人間行動マイニング技術（特定作業動作レベル）
データベース

行動データベース技術
（居場所レベル）

実用的センサフュージョン

行動データベース技術(特定作業動作レベル）

小型センサノード
センサネット

環境マップ生成技術(位置ベース）

環境認識技術

意図理解：ジェスチャライブラリ方式　動作数10程度

意図理解：ジェスチャライブラリ方式　動作数20程度　滑らか 違和感の無いジェスチャのマルチモーダルな対話　　　　　　　　　喜怒哀楽の認識

対話者選択機能 適切な対話，3種以上の意思区別

ハンド　3指9自由度　質量1kg
　　　　　1kg程度のハンドリング
　　　　　ドライバ内蔵　省配線

非金属・柔軟構造

2足走行
段差，斜面，ジャンプ

状態・行動センシング技術（一般動作レベル）

行動データベース技術(一般動作レベル）

人間行動マイニング技術（一般動作レベル）

環境マップ生成技術(位置・関係性）

状態・行動センシング技術（一般作業レベル）

行動データベース技術(一般作業レベル）

人間行動マイニング技術（一般作業レベル）

環境マップ生成技術(位置・関係性・履歴）

一般環境におけるユーザ行動認識技術 状況・個人適応型ユーザ行動認識技術

軽量・高コンプライアン型伝達機構

機　　能
位置同定機能　物体無し
信頼性　50％　ｍ単位

位置同定機能（整理された部屋）
信頼性95％，数十ｃｍ単位

位置同定機能（乱雑物体下）
信頼性95％　ｃｍ単位

位置同定機能（乱雑未知物体）
信頼性99％，mm～ｃｍ単位非リアルタイム方式

　１0Mbps

高信頼非リアルタイム方式
　100Mbps

リアルタイム方式
　１GbpsＲＴ要素の分散配置

分散ＲＴ要素のローカル統合システム 分散ＲＴの社会統合システム

機　　能 単一動作の断片的認識 場面に応じた自然な対話，1000語程度組み合わせ

ハンド　3指9自由度　質量1kg
　　　　　500g程度のハンドリング

アーム　質量35kg　手先速度2m/s
　　　　　可搬重量10kg

重量アーム　質量35kg　手先速度6m/s　可搬重量10kg
軽量アーム　質量  5kg　手先速度1m/s　可搬重量1.5kg

特定作業タスク動作計画

機　　能

機　　能
地図入力
固定ランドマーク利用

地図生成
簡易ランドマーク利用

人並み歩行速度 人並み走行速度
簡易生成地図・環境認識
物体ランドマーク利用

一般道路，屋外不整地
2m/s

ハンド　4指16自由度　質量1kg
　　　　　1kg程度のハンドリング
　　　　　触覚機能付き

アーム　繊細・重負荷同時作業
　　　　　 質量10kg　手先速度2m/s
　　　　　 可搬重量5kg

ハンド　 5指20自由度　質量0.5kg
　　　　　2kg程度のハンドリング　柔軟皮膚付き
アーム　可搬重量10kg

研究開発への取り組みによる要素

技術、求められる機能等の向上、

進展を時間軸上にマイルストーンと

して示した 「ロードマップ」「ロードマップ」

情報通信分野
半導体、ストレージ・不揮発性メモリ、
コンピュータ、ネットワーク、
ユーザビリティ（ディスプレイ等）、
ソフトウエア

環境・エネルギー分野
ＣＯ２固定化・有効利用、脱フロン対策、
化学物質総合管理、３Ｒ、
エネルギー（策定中）

ライフサイエンス分野
創薬・診断、診断・治療機器、再生医療

製造産業分野
ロボット、航空機、宇宙、ナノテク、部材、
ＭＥＭＳ、グリーンバイオ
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NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）

経済産業省は、研究開発を効果的に実施するとと

もに、国民への説明責任（アカウンタビィティー）を果

たすため、政策の企画・実施・評価（plan-do-see）の
サイクルの一環としての評価を重視しています。評

価を実施する時期により、事前評価、中間評価、事

後評価、および追跡評価の４段階があり、それぞれ

以下のような目的で評価が行われています。

企 画
（PLAN）

評 価
（SEE）

実 施
（DO）

技術評価の基本的な考え方技術評価の基本的な考え方

追跡評価による波及効果調査事例

世の中への貢献
世の中への貢献

昭和５６年度～平成２年度に当
省において実施したプロジェクト
の成果であるレーザー加熱による
再結晶化技術（レーザーアニー
ル）によって、高精細かつ低消費
電力な液晶パネルを実現するた
めに必要な低温ポリシリコン基盤
を製造することが可能となりました。
プロジェクトに参加した企業によ
り低温ポリシリコン基盤を用いた
液晶パネルが製造され、平成１５
年度には約３０００億円を売り上げ
ています。携帯電話用

低温ポリシリコンTFT液晶
（出所：㈱日立ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲＨＰ）

・波及効果の確認によ

る国民への説明

・今後のプロジェクト等

の企画実施への反映

・成果の確認による国

民への説明

・今後のプロジェクト等

の企画実施への反映

当該プロジェクト等の改
善・見直し

実施の可否の判断

目的

プロジェクト等の終了
数年後

プロジェクト等の終了
翌年度

プロジェクト等の実施中プロジェクト等の開
始前年度

実施時期

追跡評価事後評価中間評価事前評価

評価結果については、報告書の全文が経済産業省のホームページにて公表されています。

・事前評価書 http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/top-files/jizen-top.htm
・事前評価書以外 http://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/e0000000.html

研究開発関係機関の概要 研究開発の評価

産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ）

独立行政法人産業技術総合研究所は、

旧工業技術院研究所等を統合し、我が国最

大の研究所として、２００１年４月から始動し

ています。独立行政法人への移行により実

現した、柔軟な組織と競争的な研究環境の

中で、電子・情報・機械・環境・バイオ等の先

端分野を含む様々な分野間の融合的研究

によって、次の世代のキーテクノロジーを産

み出しています。

また、質量や長さ等の標準の開発や新たな

計測に係る基準を定める研究により計量標準

の整備へ対応するとともに、地震・火山やエ

ネルギー・鉱物資源などについて体系的な地

質調査を行っています。

このような活動を通して、我が国の産業競争

力の強化と安全・安心な国民生活の実現へ

の寄与はもとより、持続可能な発展に向けて

世界に貢献していくことを目指しています。

リスクが高い、短期的な収益が見込めないといった研究開

発は民間企業のみで行うことは困難です。しかし、我が国の

将来のためには、優れた技術の種を芽吹かせ、育てていく

必要があります。新エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ

ＥＤＯ）は、我が国にとって必要とされる研究開発テーマにつ

いて、優秀な技術力を有する民間企業や公的研究機関など

の力を結集し、研究開発をマネージメントする役割を果たし

ています。また、研究開発の結果として得られた新エネル

ギー・省エネルギー技術の導入、普及事業や、これらの技術

の国際支援、国際協力事業も実施しています。
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年度

【大学発ベンチャー企業数（累積）】

技術移転体制の強化技術移転体制の強化

大学発ベンチャーの創出・成長大学発ベンチャーの創出・成長

産学官連携の促進

産学官連携による民間企業と大学等との研究開発の促進は、大学等における研究成果を技

術革新へと結び付けるために有効であり、我が国のイノベーション・システム強化の鍵です。

産学官連携のための環境整備については、９０年代後半から種々の制度改革が行われてお

り、技術移転活動の活発化や大学発ベンチャーの創出など、その成果が現れてきています。

国立大学の法人化に伴い、大学の知的財産は原則、機関帰属となりました。大学研究成果を
民間企業へ技術移転するＴＬＯ（技術移転機関）の整備を促進した結果、承認ＴＬＯ数は３９機
関となり、ロイヤリティ収入も増加しています。今後、各ＴＬＯは大学知財本部とのさらなる連携の
もと、研究成果についての目利き能力やマーケティング力を強化することが重要です。

（特許出願件数） 【各年度におけるＴＬＯの技術移転実績（単年度）】
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産学官連携の系譜産学官連携の系譜

【平成10年】
・「大学等技術移転促進法」(TLO法)策定
→【措置内容】TLO（技術移転機関）の整備促進
・「研究交流促進法」改正→【措置内容】産学共同研究に係る国有地の廉価使用許可

【平成11年】
・『中小企業技術革新制度』（日本版SBIR）の創設
・「産業活力再生特別措置法」策定
→【措置内容】日本版バイドール条項・承認TLOの特許料1/2軽減
・日本技術者教育認定機構（JABEE）設立

【平成12年】
・「産業技術力強化法」策定→【措置内容】承認・認定TLOの国立大学施設無償使用許可

【平成13年】
・『平沼プラン』で「大学発ベンチャー1000社計画」発表

【平成14年】
・「蔵管一号」改正→【措置内容】大学発ベンチャーの国立大学施設使用許可
・ＴＬＯ法告示改正→【措置内容】承認TLOの創業支援事業円滑化

【平成15年】
・「学校教育法」改正→【措置内容】専門職大学院制度創設、学部・学科設置の柔軟化

アクレディテーション制度導入（平成16年度から）
【平成16年】
・「国立大学法人法」施行※
→【措置内容】教職員身分：「非公務員型」、承認ＴＬＯへの出資

・「特許法等の一部改正法」施行→【措置内容】大学、TLOに係る特許関連料金の見直し

※平成１６年度ロイヤリティ等収入額については、エクイティの売却収入を含む

平成16年度末までに大学発ベンチャーは1,112社（うちIPO（株式公開）は12社）となり、大学
発ベンチャー1000社計画（※）を達成しました。今後は、2010年までに大学発ベンチャーＩＰＯ
（株式公開）100社の達成など、大学発ベンチャーの確実な成長を目指します。

※大学発ベンチャー1000社計
画 大学発ベンチャーを３年間
で1000社にすることを目標に、
大学研究における競争導入を
徹底的に進めるとともに、大学
等の組織運営の改革や「学」か
ら「産」への技術移転戦略の構
築を目指す計画。

出典： 平成16年度大学発ベン
チャーに関する基礎調査（経済
産業省）

※国立大学の法人化、国立研究所等の独立行政法人化により、予算執行の複数年度化
など、柔軟な組織運営や資源配分が可能となりました。今後、個々の大学、公的研究機
関において、経済社会ニーズに対応した的確なマネジメントが求められています。
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「人材」は産業競争力の源泉です。団塊の世代が順次定年を迎えるいわゆる２００７年問題や、少

子化に伴う大学全入時代を間近に控え、産業界のニーズを踏まえた人材育成が求められています。

経済産業省は大学及び産業界と連携し、経営の視点から技術をマネージメントすることができる人

材の育成や、日本の産業競争力を支えてきた「ものづくり技術」を今後担うべき人材の確保に取り組

んでいます。

ＭＯＴ（技術経営）人材の育成ＭＯＴ（技術経営）人材の育成

日本における良質なMOT人材の持続的な供給体制を産業界と大学の連携の下に構築

【技術経営（ＭＯＴ）人材プログラム作成中の機関】

【大学】
芝浦工業大学、早稲田大学、工学院大学
、作新学院大学、筑波大学、東京大学、東
京工業大学、東京都立大学、東京農工大
学、日本大学、一橋大学、武蔵工業大学、
立教大学
【民間教育機関等】
（学）河合塾、（株）グロービス、（株）ＩＬＣＣ
、（株）サイコム・インターナショナル、（株）
アイさぽーと、（株）東レ経営研究所、（株）
つくば研究支援ｾﾝﾀｰ、（株）森ビル、アクセ
ンチュア（株）、（財）日本産業デザイン振興
会、日本貿易振興会

【大学】京都大学、同志社大学、立命館
大学
【民間教育機関等】
（財）大学コンソーシアム京都
（財）大阪市都市型産業振興ｾﾝﾀｰ
（社）人間生活工学研究センター

北海道大学

東北大学

静岡理工科大学

名古屋大学
立命館アジア太平洋大学

九州大学

山口大学

北陸先端科学技術大学院大学

信州大学

ＭＯＴ(Management of Technology) とは、技術を事業の核とする企業・組織が次世代の事

業を継続的に創出し、持続的発展を行うための創造的かつ戦略的なイノベーションのマネ
ジメントのことです。米国では、既に１６０を超える大学で技術経営コースが設置され、年間
１万人を超えるＭＯＴ人材を輩出しています。我が国においても、米国と同水準あるいはそ
れ以上のＭＯＴ人材を育成するために、２００３年から２００７年までの５年間での目標として
ＭＯＴ人材を毎年１万人輩出する体制の構築を目指しています。

１３

人材育成

ものづくりのベテランの技やノウハウを若い世代に継承ものづくりのベテランの技やノウハウを若い世代に継承

近年、高いレベルの生産工程管理技術者が高齢化する一方で、要求される知識やスキル
の高度化に若い人材がついていけないといった問題が指摘されています。
特に、２００７年以降、団塊の世代（約６５０万人）が順次高齢化を迎えていくことから、この世
代の人材が培ってきた知識やノウハウを次の世代に確実に伝え、製造中核技術を維持・確
保する人材を育成していくことが喫緊の課題です。

＜製造現場の中核人材とは・・・＞

個別企業の枠を越えて、関連する産業群で一体となって中核となる技術を切り出し、これを使いこ

なす人材を育成するプログラムと仕組みの整備が必要です。

教育機関連 携産業界

○スキルのニーズの提示

○具体的事例の提供

○製造現場の中核人材

（講師）の派遣、研修現場

の提供

○企業内人材育成への活

用

○製造現場の中核人材の

卵（受講者）の派遣

専門職大学院、連携大学

院、大学、高専、民間教育

機関 等

○スキルの体系化

○人材育成プログラム

の開発

○実証講座（産業界と連

携）

○安定的人材育成の実践

○産業界の一体的取組の促進・コーディネート

・共通の利益を有する地域産業群の一体化、共同

検討を政府が後押し

○成果の普及・自立化の促進

・大学での常設プログラム化、産業界での組織的

活用により成果の普及・自立化の促進が可能に

○スタートアップ時に必要な資金面での支援

・プログラム開発費、スタートアップ費など、スタート

アップ時に必要な費用は政府が支援

産学コンソーシアム形成の意義

産学コンソーシアムによる取組の支援産学コンソーシアムによる取組の支援

ものづくり基盤

「生産工程管理技
術」（ラインの改善、
新製品のラインの立
ち上げ、ライントラブ
ルへの対応等）

高度部材

ユーザーの高度な
ニーズを、分子レベ
ルの構造に落とし込
んで材料・部材の製
品化・大量生産をで
きる人材

エレクトロニクス

未成熟で不安定な
新技術を大量生産
に結びつけられる人
材
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１６

＜事業化事例＞

マルチビームレンズアンテナの開発

衛星からの電波受信について、球面型レンズ
を活用して、複数衛星からの指向性の高い電波
を１台で同時に受信することができるアンテナを
開発。コンパクトでパラボラアンテナに比べ場所
をとらず、風雪にも強い。

産業技術実用化開発補助事業産業技術実用化開発補助事業

12%

当初３年（＋３％）
税額控除率

対象経費の総額
売 上 高

15%

恒久措置

当初３年（＋２％）

恒久措置

10%

8%

10%

産学官

通 常

民間企業による優れた技術シーズの実用化開発事業を公募型の研究助成により支援しま
す。また、研究開発型ベンチャー企業を重点的に支援しています。

民間研究開発支援

○産学官連携促進特別税額控除制度新製品・サービスを市場へ供給し技術革新を実現していく主体は民間企業であり、我が国にお

ける研究開発投資額の７割は民間企業によるものです。民間企業の継続的な研究開発投資を誘

発するスキームの構築は、産業技術政策の重要な課題です。

また、特に新たな技術開発に果敢に取り組む研究開発型ベンチャー企業については、技術革新

の担い手として重要であり、その起業環境を整備するとともに育成を支援します。

産学官連携の共同研究・委託研究について

は、基礎的創造的研究を促進する観点から、よ

り高い税額控除率を設定し、革新性に富む産

学官の共同研究、 委託研究の実施を強力に後

押ししています。

研究開発促進税制研究開発促進税制 ○対象

国立大学、私立大学等、公的試験研究機関との共同研
究契約又は委託研究契約に基づき、民間企業が研究開発
に支出した経費
○税額控除率
・時限措置 （３年間） 一律 １５％
・恒久的措置 一律 １２％

平成１５年度から研究開発減税を抜本的に強化しました。それまでの増加研究費方式から
総額方式に変更され、減税額が大幅に拡大されました。これにより、民間企業の研究開発投
資の増加、活性化がもたらされています。

＋２％

税額控除率

１２％

１０％

８ ％

恒久的
措置

０％ １０％ 試験研究費
売上高

平成１７年度まで
２％上乗せ措置

【減税規模６４８０億円】
○試験研究費の総額に係る税額控除制度

売上高に対する試験研究費の割合に応じ、

法人税額から試験研究費の一定割合を控除

する制度です。平成１５～１７年度は試験研究

費の１０％～１２％ （１０％＋試験研究費割合

×０．２）が法人税額から控除されます（法人税

額の２０％を上限）。

○産業技術実用化開発助成事業

助成事業による研究開発終了後３年以内で実用化可能な、新規性のある技術の実用化開

発を支援（対象は資本金３００億円未満の企業）。

○次世代戦略技術実用化開発助成事業

助成事業による研究開発終了後５年以内で実用化可能な、次世代に向けた技術のブレーク

スルーを目指す実用化開発を支援。

○研究開発型ベンチャー技術開発助成事業

・単独申請型： 既存企業からのスピンオフ企業又は大学発等の研究開発型ベンチャー企

業が実施する実用化開発を支援。

・コーディネータ参加コンソーシアム型： 研究開発型ベンチャー企業を中心とした共同研

究体が実施する実用化開発を支援。

例えば、売上高１００億円、試験研究費１０億円（１０%）のＡ社
の場合、最終控除額は１０億円×控除率１２％＝１億２０００
万円

試験研究税制の控除税額推移

1050
890
700
570 530 440

290
380 410 320

6480
6490

19
93
(H
5)

19
94
(H
6)

19
95
(H
7)

19
96
(H
8)

19
97
(H
9)

19
98
(H
10
)

19
99
(H
11
)

20
00
(H
12
)

20
01
(H
13
)

20
02
(H
14
)
20
03
見
込
(H
15
)
20
04
見
込
(H
16
)

億
円

1000

500

6000

5500

～～ ～～～～

6500

試験研究税制の控除税額推移

1050
890
700
570 530 440

290 380
410 320

6480
6490

19
93
(H
5)

19
94
(H
6)

19
95
(H
7)

19
96
(H
8)

19
97
(H
9)

19
98
(H
10
)

19
99
(H
11
)

20
00
(H
12
)

20
01
(H
13
)

20
02
(H
14
)

20
03
見
込
(H
15
)

20
04
見
込
(H
16
)

億
円

1000

500

6000

5500

～～ ～～～～

6500

（出典） 経済産業省「産業税制ハンドブック」（平成１６年度版） ※財務省試算
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【民間企業の研究開発投資の動向】【試験研究税制による控除額の推移】

○研究開発用償却資産の特別償却制度

新規に取得した開発研究用設備で、取得価額が２８０万円以上の機械装置及び器具備品に

対して特別償却率（５０％）を普通償却と合わせて適用可能としています（平成１７年度まで）。
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地域における科学技術の振興 知的基盤の整備

知的基盤

計測・評価

方法
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

研究用材料

知的創造 経済 社会 行政

知的資産

提供・支援

組織化

計量標準
標準物質

蓄積

地域における産学官の連携を図る「産業クラスター計画」を推進し、それぞれの地域が持つポ

テンシャルを活用した技術革新・新産業の創出を目指します 。

知的基盤とは、計量標準・標準物質、

計測・評価方法、データベース、研究材

料（生物遺伝資源等）といった、研究開

発をはじめとする知的創造活動により創

出された成果を体系化・組織化したもの

です。我が国の研究開発や経済活動を

促進し国際競争力を強化するために不

可欠な基盤として、整備が進められてい

ます。

産業クラスター計画産業クラスター計画

平成１３年度より１９の地域において、５０００社、２００大学が参加する産業クラスター計画を
推進しており、文部科学省の知的クラスター創成事業と連携しつつ、地域の科学技術振興の
強化を図っています。

中国経済産業局
①中国地域機械産業新生プロ
ジェクト
②循環型産業形成プロジェク
ト

九州経済産業局
①九州地域環境・リサイク
ル産業
交流プラザ（K-RIP）
②九州シリコン・クラス
ター計画

四国経済産業局
四国テクノブリッジ計画

北海道経済産業局
北海道スーパー・クラスター
振興戦略

東北経済産業局
①高齢化社会対応産業振興プロ

ジェクト
②循環型社会対応産業振興プロ

ジェクト

近畿経済産業局
①近畿バイオ関連産業プロジェクト
②ものづくり元気企業支援プロジェクト
③情報系ベンチャー振興プロジェクト
④近畿エネルギー・環境高度化推進プロジェクト

関東経済産業局
①地域産業活性化プロジェク
ト
（首都圏西部（ＴＡＭＡ）地
域、中央自動車道沿線地域、
東葛・川口地域、三遠南信地
域、首都圏北部地域）
②バイオベンチャー育成
③首都圏情報ベンチャー
フォーラム

中部経済産業局
①東海ものづくり創生プロジェ
クト
②北陸ものづくり創生プロジェ
クト
③デジタルビット産業創生プロ
ジェクト

沖縄経済産業部
OKINAWA型産業振興プロ
ジェクト

中国経済産業局
①中国地域機械産業新生プロ
ジェクト
②循環型産業形成プロジェク
ト

九州経済産業局
①九州地域環境・リサイク
ル産業
交流プラザ（K-RIP）
②九州シリコン・クラス
ター計画

四国経済産業局
四国テクノブリッジ計画

北海道経済産業局
北海道スーパー・クラスター
振興戦略

東北経済産業局
①高齢化社会対応産業振興プロ

ジェクト
②循環型社会対応産業振興プロ

ジェクト

近畿経済産業局
①近畿バイオ関連産業プロジェクト
②ものづくり元気企業支援プロジェクト
③情報系ベンチャー振興プロジェクト
④近畿エネルギー・環境高度化推進プロジェクト

関東経済産業局
①地域産業活性化プロジェク
ト
（首都圏西部（ＴＡＭＡ）地
域、中央自動車道沿線地域、
東葛・川口地域、三遠南信地
域、首都圏北部地域）
②バイオベンチャー育成
③首都圏情報ベンチャー
フォーラム

中部経済産業局
①東海ものづくり創生プロジェ
クト
②北陸ものづくり創生プロジェ
クト
③デジタルビット産業創生プロ
ジェクト

沖縄経済産業部
OKINAWA型産業振興プロ
ジェクト

戦略的計量標準・知的基盤整備の推進戦略的計量標準・知的基盤整備の推進

国家経営に係る基本的情報の提供

国
と
し
て
の
競
争
力
、
信
用
力

産業の持続的・
自律的発展

地質関連情報の提供
(地震・火山・防災・国土等）

計量標準の開発・供給

化
学
物
質
関
連
情
報

の
整
備
・提
供

国家としての科学的信頼性の構築

産業の競争・発展基盤
国民の生活基盤の構築

製
品
安
全
・人
体
計
測

高
齢
者
・福
祉

等

安心・安全な
国民生活の実現

生物遺伝資源
の整備・提供

知
的
基
盤
創
成
等

ＮＥＤＯ＆
直接事業

ＮＩＴＥ事業

ＡＩＳＴ
２号、
３号業務

公益法人や、
産業界と共同で
開発するもの

法律や条約に
基づき、又は
行政と一体で
整備するもの

国の役割で、
研究開発要素
が不可欠なもの

戦略的計量標準・知的基盤整備の推進

科学技術基本計画において、「２０１０年度を目途に世界最高水準を目指すべく、知的基盤
の整備を促進する」こととしており、重点６分野について着実に整備を推進しているほか、産業
競争力の強化と安全・安心な国民生活の実現に向けて戦略的に計量標準開発・供給体制の
整備・拡充を推進します。

〔重点６分野〕
①計量標準分野： ｷﾛｸﾞﾗﾑ原器(質量)、He-Neﾚｰｻﾞ装置(長さ)、標準物質、計測分析方法 等
②地質情報分野： 地質図幅、海洋地質図、活断層図、火山図 等
③化学物質安全管理分野： 化学物質リスク評価法、ハザードデータベース等
④人間生活・福祉分野： 人間特性評価法・データベース、福祉用具評価手法、製品安全 等
⑤生物遺伝資源情報分野： 産業用有用微生物菌株､DNA解析ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ､解析方法 等
⑥材料分野： 材料物性評価法、材料物性データベース 等

スタートアップ支援事業スタートアップ支援事業

中小・ベンチャー企業等の実用化開発、知的財産取得、販路開拓等を、資金面で助成する
とともに、ビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に行い、技術
と経営の両面から中小・ベンチャー企業を強力に支援をしています。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）□選定基準：

技術シーズやビジネスアイデアについて、ビジネスプラ
ンを審査し、事業性や新規性等が優れた案件を選定し
ます。また、経済産業省の新産業創造戦略に掲げられ
ている産業分野を重点的に支援しています。

１８

ＮＩＴＥは経済産業省および関連省庁の技術的法規制の執行機関として、バイオテクノロジー

分野、化学物質管理分野、適合性評価分野及び人間生活福祉分野に関する行政の一翼を

担っています。業務の執行に伴い蓄積される技術情報等の知見を体系的に整備し、行政の技

術的信頼性を確保するとともに、一般に広く提供することにより、知的基盤の整備を推進していま

す。
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社会のニーズに対応した標準化の推進例

～高齢者・障害者に配慮した社会の構築を目指して～
○ユニバーサルデザイン
牛乳パックやカードの切り欠きの規格をつくることで、
誰にとっても使いやすいデザインの商品を提供するこ
とができます。また、このような商品を世界に発信していくことで、日本の製品のブランド
化に貢献することもできます。

～循環型社会の構築を目指して～
○有害化学物質混入の測定方法
有害化学物質が含まれた電気・電子材料の測定方法の標準化を行い、我が国のメー
カーの環境配慮対策を積極的に進めています。欧州で2006年から始まるRoHS指令に
対応し、国際市場での競争力の強化を目指すとともに、環境保護に率先的に取り組んで
います。

優れた研究開発の成果を生み出し、知的財産権を取得しても、その技術が世界に広がらな

ければ産業競争力の強化につながりません。研究開発と国際標準の獲得を一体的に推進す

ることは、我が国が優位に立つ技術が国際市場を獲得し、国際競争力を強化するために必要

です。

また、例えば高齢者・障害者に配慮した社会や循環型社会などの社会ニーズに対応した標

準化を推進することで、健全な商品の普及を促進し、安心・安全な社会の構築を進めることが

できます。さらに国際標準化を通じてそのようなスタイルを世界に発信するブランド戦略も重要

となっています。

これらの取り組みを戦略的に政府として推進するために、日本工業標準調査会は国際標準

化活動基盤強化アクションプランを策定しています（2005年3月改訂）。

国際標準化活動基盤強化アクションプランとは

産業競争力の強化に資する標準化の推進例
○燃料電池
家庭用・自動車用として普及が期待される燃料電池は市場規模が大きくなることが
予想されます。燃料電池の技術や試験方法等について、国際標準の獲得を目指します。

国際標準化活動の推進

○産業界・政府・日本規格協会（JSA） ・日本工業標準調査会・公的研究機関・大学等の「誰
が」「何を」「どのように」すべきかを整理。

○国際標準化活動の支援体制を効率化すべく、官民の役割分担の基本的な考え方を示す
とともに、国際標準化支援センター等の新たな体制を構築。

○また、我が国が今後重点的に取り組むべき分野を選定し、必要な支援体制の有り方など、
国際標準化活動推進の効果的かつ具体的な道筋や方策を提示。

本資料についてのお問い合わせ先

経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号

TEL．０３－３５０１－１７７３

FAX．０３－３５０１－７９０８

経済産業省 産業技術政策課ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/evolution_of_technology/index.html

（平成１７年８月作成）
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